
台風の接近・上陸に伴う洪水時の
避難指示の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）【さいたま市】

さいたま県土整備事務所 住民等さいたま市気象・水象情報

風水害警戒本部設置の準備体制

風水害警戒本部の設置

災害対策本部の設置

○ホットライン

○Ｌアラート

・避難情報に関するガイドライン（内閣府：令和3年5月）、タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（国土交通省：平成28年8月）を参考に作成。
・時間経過や対応項目については想定で記載しており、実際の気象経過等を踏まえた対応が必要。
・本タイムラインに基づき発令する避難情報の地域は、埼玉県が令和２年５月に公表した「荒川水系鴨川流域 洪水浸水想定区域図・水害リスク情報図」の範囲に基づく。（笹目川も含む）

◇台風予報（随時）

◇台風に関する埼玉県気象情報（随時）

○台風に関する説明会（随時）

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇大雨警報・洪水警報発表

◇暴風警報発表

- 72 h

- 48 h

- 24 h

0h

避難解除気象・水象情報に関する発表等のタイミングは
地域・事象によって異なります。

◇大雨特別警報発表

○ホットライン（熊谷地方気象台）

１

２
注意

３
警戒

４
危険

５

○台風進路等の情報収集

○河川管理施設の点検

○施工箇所等の確認、安全対策

○水防資機材等の確認

○関係機関との連絡体制の確認

○雨量・水位情報等の収集

○漏水・浸食情報の提供

○気象、水防等に関する情報収集・伝達

○休校の判断、体制の確認等

○水防体制（水防担当者の準備体制）

○水門、樋門、排水機場等の操作

○河川カメラによる監視強化

〇出水時点検【巡視】

（施設復旧部）

〇ホットライン☎助言の要請

（熊谷地方気象台）※

〇リエゾンの派遣要請を検討

〇ホットライン☎助言の要請

（県土整備事務所）※

○ホットライン☎気象台から

本部班へ受電

○１０分毎の河川水位、雨量、

降水短時間予報を確認

○ハザードマップ等による避難所・

避難ルートの確認

○テレビ、ラジオ、インターネット、県メー

ル等により大雨や河川の状況を確認

〇テレ玉データ放送による情報確認

○防災グッズの準備

○県土整備事務所から

本部班へ受電

〇ホットライン☎助言の要請

（県土整備事務所）※

○被害状況の把握

○被害箇所の応急対策等

○ホットライン

水防警報（出動）

水防警報（待機・準備）

○漏水・浸食情報の提供

レベル 〇水防担当者を配置（施設復旧部）

※ホットラインによる助言の要請はタイムラインに示されたタイミングだけではありません。

〇災害対策機械の派遣要請

○住民に対し、堤防の決壊等の

状況を周知 ○支援要請

○自衛隊の派遣要請

○自宅保全

防災行政無線、メール、ホームページ、
テレ玉データ、テレビ、Yahoo!防災速報
アプリ等により避難情報を受信

堤防天端水位到達・越流

水防団待機水位到達
鴨川排水機水位観測所（水位5.00m）

氾濫注意水位到達
鴨川排水機水位観測所（水位6.10m）

氾濫危険水位到達
鴨川排水機水位観測所（水位6.89m）

鴨川・鴻沼川（鴨川流域）
（鴨川排水機場水位観測所）

避難開始

警戒レベル３注１

高齢者等避難
6.10mに達すること
が見込まれる場合

〇風水害警戒本部設置の検討

○避難所の選定と開設を検討

〇ホットライン☎助言の要請（熊谷地方気象台）※

要配慮者等避難開始

○避難の準備（要配慮者以外）

警戒レベル５注１

緊急安全確保
6.89mを越え、更に増
加することが見込まれ

る場合

警戒レベル４注１

避難指示
6.10mを越え、更に増
加することが見込まれ

る場合

避 難 完 了

最終的な危険回避行動

○ホットライン（熊谷地方気象台）

注１ 鴨川・鴻沼川双方の河川を一体的に避難情報を発令。
なお、鴨川（日進上）、鴻沼川（十五条橋）の水位観測
測所の状況は個別に注視する。

○ホットライン（熊谷地方気象台）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫危険情報）

水位到達情報（氾濫発生情報）


